
１　登録金等について                                                                                        

２　登録手続きについて
  (１)ＪＶＡメンバー制度により個人登録を行う。

  (２)登録手続きは、４月３０日迄に済ませてください。

３  各加盟団体での登録事務処理について(締切：５月２０日)
  (１)登録責任者は、岐阜県協会加盟登録金をまとめて会計（橋本）に振込む。

  (２)登録責任者は、領収書を発行しチームに渡す。
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